
　法人の種類により、提出書類が異なります。

①　社会福祉法人の場合

　修学資金の申請者が、法人の従業者であるか否かにより、必要な手続き及び提出書類が異なります。

※定款の変更を要する社会福祉法人は、評議員会による変更議決後、変更後の定款を提出してください。

②　医療法人の場合

　修学資金の申請者が、法人の従事者であるか否かにより、必要な手続き及び提出書類が異なります。

③　株式会社等の場合

　事前審査において承認された法人が、修学資金貸付申請時以降に用意していただく必要な書類について説明します。

無し

　

　法人が運営する介護事業所の人材確保を目的とする

場合に限り、連帯保証人になることができます。

・雇用契約書の写し（原本証明したもの）

・理事会等において申請者の法人保証を行うことが決議

　された議事録（原本証明したもの）

・直接の雇用関係ではなく、派遣会社から派遣されている

　従業員の場合は、派遣会社と法人との契約書（原本証明

　したもの）

・理事会等において申請者の法人保証を行うことが決議

　された議事録（原本証明したもの）

申請者と法人

の雇用契約
内部規定 提出書類

有り

　

　「従事者への福利厚生の一環」であり、法人として

連帯保証人になることは可能ですが、連帯保証人に関

する内部規定が必要です。

〇内部規定とは

　連帯保証を行うことに関して法人で定めている内部

規定であり、「連帯保証する対象や選考方法、法人が

代位弁済する際の本人との返還方法等の要件」を定め

たものです。

申請者と法人

の雇用契約
内部規定

修学資金貸付申請時及び貸付決定後に必要な提出書類について

1.修学資金貸付申請時の提出書類について

　

   定款の条文に公益事業「社会福祉の増進に資する人材

の育成・確保に関する事業」を謳うことになります。

・理事会等において申請者の法人保証を行うことが決議

　された議事録（原本証明したもの）

・直接の雇用関係ではなく、派遣会社から派遣されている

　従業員の場合は、派遣会社と法人との契約書（原本証明

　したもの）

無し

定款の変更 提出書類
申請者と法人

の雇用契約

有り

　

  「従事者への福利厚生の一環」であり、定款の変更は

必要ありません。

・雇用契約書の写し（原本証明したもの）

・理事会等において申請者の法人保証を行うことが決議

　された議事録（原本証明したもの）

提出書類

有無に

関わらず

　

〇内部規定とは

　連帯保証を行うことに関して法人で定めている内部

規定であり、「連帯保証する対象や選考方法、法人が

代位弁済する際の本人との返還方法等の要件」を定め

たものです。

・直接の雇用契約がある場合は、雇用契約書の写し

　（原本証明したもの）

・直接の雇用関係ではなく、派遣会社から派遣されている

　従業員の場合は、派遣会社と法人との契約書

　（原本証明したもの）

・理事会等において申請者の法人保証を行うことが決議さ

　れた議事録（原本証明したもの）

　※議事録に関しては、「承認されていること」「対象者」「貸付総額」が記載されていること

必要なし

内部規定が必要

必要

内部規定が必要

内部規定が必要



法人保証についての手続きの概要は次の通りです。

各法人において、決定機関（3月～6月理事会）

で法人が連帯保証人になることの可否について

審議。

・「可決したことが明記された議事録」

・「連帯保証人承諾書」

・（必要であれば）変更後の定款写し

・（社会福祉法人以外の法人は）内部規定

必要書類をセンターへ提出。

センターが「申請法人が連帯保証人となること」

について承認（本決定）

２.事前審査の提出書類及び手続きについて

修学資金の貸付を受ける方（申請者） 連帯保証人となる法人

（3月末）

連帯保証人としての可否について

審査結果の通知（仮承認）

（～2月中事前申請）

・連帯保証に関する申出書

・履歴事項全部証明書（３か月以内のもの）

・法人貸借対照表（直近２か年分）

・収支計算書、又は損益計算書（直近２か年分）

・（必要に応じて）雇用契約書・在学証明書等

　必要書類をセンターへ提出。

（4月～）

　介護福祉士修学資金は在学している養成施設を

通じ、修学資金の申請を行います。

（必要な書類は各養成施設へ御確認ください）

福

祉

人

材

・

研

修

セ

ン

タ

ー

６月～７月上旬 介護福祉士修学資金等貸付審査委員会にて貸付審査

貸付の可否については、養成校を通して申請者へ通知。貸付決定者の借用書等は養成校から配布。

借用証書に法人名を署名・登録実印を捺印、印鑑登録証明書を添付のうえ、申請者へ提出。

8月～ 借用証書等に不備がなければ本人の口座へ貸付金を送金。

介護福祉士修学資金貸付期間中、6ヶ月ごとにまとめて振込。（4月前期分、10月後期分）

留年や退学などがあれば、養成施設を通じて要連絡。（※実務者研修受講資金については条件が異なります）

卒業後～

・返還免除が決定されるまで、借受人は毎年4月に業務の従事状況を報告する必要有り。就労先の法人は、毎年4月に業務

従事状況について証明する必要有り。（第21号様式-現況報告書）

・疾病や産育休の場合などやむを得ない事由の場合には、別途猶予申請を行うことができる。

・5年間（中高年離職者の届を行った方、又は過疎地域で従事された方は3年間）の業務従事後、返還免除の申請を行うこ

できるとができる。（※実務者研修受講資金については条件が異なります）



下記の事由にあたる場合、返還免除や猶予の事由に該当する場合を除き、

本人と連帯保証人とは責任を持って返還しなければなりません。

①修学資金の貸し付け契約が解除されたとき。

重要

②養成施設を卒業した日から1年以内に介護福祉士登録簿に登録せず、または熊本県内において返還免除

　対象業務に従事しなかったとき。

③熊本県内において介護福祉士として返還免除対象業務に従事する意思がなくなったとき。

④返還免除対象業務以外の事由により死亡し、又は心身の故障により熊本県内において介護等の業務に

　従事できなくなったとき


